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配
置
転
換
と
は
、
社
内

の
異
な
る
部
署
に
配
属
に

な
っ
た
り
、
職
務
内
容
や

勤
務
地
が
変
更
さ
れ
る
も

の
で
、
転
勤
（
勤
務
地
の

変
換
）
も
こ
れ
に
含
ま
れ

ま
す
。

◆
配
置
転
換
の
目
的

・
適
材
適
所
の
考
慮

・
組
織
の
活
性
化

・
事
業
活
動
の
変
化
に
対
応

・
人
材
育
成

な
ど
、
従
業
員
の
仕
事

へ
の
意
欲
や
、
能
力
の
向

上
に
つ
な
が
り
、
優
秀
な

人
材
を
育
成
す
る
た
め
に

配
置
転
換
は
欠
か
せ
ま
せ

ん
。配

置

転
換

は
企

業

に

様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り

ま
す
が
、
社
員
に
よ
っ
て

は
「
拒
否
し
た
い
」
と
思

う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

法
律
で
配
置
転
換
を
規

制
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。
業
務
上
の
必
要
性
が

あ
り
、
従
業
員
側
に
明
ら

か
な
不
利
益
が
無
い
場
合

に
は
「
拒
否
は
で
き
な

い
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
転
勤
と
な
れ
ば

就
労
場
所
と
い
う
労
働
契

約
の
内
容
を
変
更
す
る
も

の
で
す
か
ら
、
契
約
上
の

根
拠
が
必
要
で
す
。
「
就

業
規
則
へ
の
記
載
」
が
一

般
的
で
す
。

◆
配
置
転
換
の
チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

①
配
置
転
換
を
命
じ
る
業

務
上
の
必
要
が
あ
る
か
。

②
不
当
な
動
機
・
目
的
で

配
置
転
換
を
命
じ
て
い
な

い
か
。

③
配
置
転
換
に
よ
っ
て
賃

金
が
下
が
っ
て
い
な
い
か
。

④
業
務
上
の
必
要
性
と
比

較
し
、
社
員
の
職
業
上
・

生
活
上
の
不
利
益
が
著
し

く
大
き
く
な
い
か
。

※

不
利
益
が
大
き
い
か
ど

う
か
は
、
当
人
が
ど
う
感

じ
る
か
で
は
な
く
、
客
観

的
に
み
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
子
供
を
転

校
さ
せ
る
の
が
嫌
だ
と
か

企
業
の
円
滑
な
運
営
や

成
長
に
欠
か
せ
な
い
配
置

転
換
（
転
勤
）
で
す
か
ら

就
業
規
則
に
規
定
が
あ
る

か
、
再
度
確
認
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
規
定

が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、

強
引
に
配
置
転
換
を
行
使

す
る
の
で
は
な
く
、
社
員

と
き
ち
ん
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
、
会

社
側
に
も
社
員
側
に
も
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
状
態
で
円

滑
に
行
う
こ
と
が
大
切
で

す
。

最
近
す
っ
か
り
涼
し
く
な
っ
て
、
夏

の
間
、
足
元
で
眠
っ
て
い
た
猫
た
ち
が

枕
元
で
眠
っ
た
り
布
団
に
潜
り
込
む
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
寒
い
と
き
に
暖
を

と
る
の
に
丁
度
い
い
存
在
で
す
。

気
づ
け
ば
も
う
１
０
月
、
じ
わ
じ
わ

と
年
末
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
年
末

と
聞
い
て
パ
ッ
と
思
い
浮
か
ぶ
の
が
年

末
調
整
。
去
年
初
め
て
処
理
す
る
側
に

な
っ
て
、
書
類
の
種
類
の
多
さ
に
び
っ

く
り
。
内
容
を
頭
に
詰
め
込
む
の
に
苦

労
し
ま
し
た
。
い
つ
も
思
い
ま
す
が
何

で
も
吸
収
で
き
る
ス
ポ
ン
ジ
み
た
い
な

頭
脳
が
ほ
し
い
。

今
年
は
去
年
の
よ
う
に
大
き
な
変
更

は
な
い
で
す
が
、
従
業
員
さ
ん
に
提
出

し
て
も
ら
う
書
類
に
押
印
が
要
ら
な
く

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
年
末
調
整
に

使
う
証
明
書
な
ど
が
送
ら
れ
て
く
る
の

で
大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

（
中
平
）

傷病手当金の支給期間の通算化
(2022年1月1日から)

傷病手当金は、業務外の病気やけがの療養によって
休業する場合に、給与の支払いがない期間について
請求することができる給付金です。

これまでは給付金の支給期間は、支給開始日から
最⾧で1年6ヶ月であり、その間にいったん復帰して
支給対象にならない期間も含まれていましたが、改
正後は一時復帰に伴う不支給期間がある場合、その
分の期間を延⾧して支給を受けられるようになり、
支給を始めた日から通算して1年6ヶ月になります。

①令和3年8月1日～令和3年12月31日までの間に、
②新型コロナウイルス感染症の対応により臨時休校
や一部閉鎖をした小学校等に通う子ども、新型コ
ロナウイルスに感染した子どもや小学校等を休む
必要がある（濃厚接触や発熱等の症状がある）子
どもの世話を行うことが必要になった保護者に
対し、

③特別の有給休暇（後日振替でも可）を取得させた
事業主が対象です。

★申請時の注意点
①事業所単位ではなく、法人単位の申請です。
②雇用保険被保険者とそれ以外の方の2種類の様式
があります。

③期間によって、書式と申請期限が違います！
「令和3年8月1日～10月31日の休暇」

➡令和3年12月27日（必着）
「令和3年11月1日～12月31日の休暇」

➡令和3年11月1日～令和4年2月28日（必着）
★こんな場合は対象外
①保護者の自主的な判断で小学校等を休ませた子ど
もの世話のための休暇

②日曜日や夏休みなど施設本来の休業日、放課後児
童クラブなどの施設利用が可能な日の休暇

通
勤
時
間
が
長
く
な
る
か

ら
嫌
だ
と
い
う
程
度
で
は

程
度
で
は
、
著
し
い
不
利

益
と
ま
で
は
言
え
ま
せ
ん
。


